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第２章 ⽴地適正化計画のまちづくり⽅針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章では、現況と課題、上位関連計画を踏まえ、⽴地適正
化計画の３つのまちづくり⽅針を⽰します。 
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妻沼⼩学校６年「⾳楽の⽊の下で･･･」 

⽯原⼩学校３年「⽂化の町・熊⾕︕」 
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本計画は、都市計画マスタープランなどの上位関連計画と整合を図りながら、商業・医
療・福祉などの都市機能や居住を誘導する区域を設定し、「コンパクト・プラス・ネット
ワーク」のまちづくりを具現化していく計画です。 

そのため、前章で整理した都市構造上の課題を踏まえつつ、都市計画マスタープランの
まちづくりの⽬標に即した⽅針を設定する必要があります。 

両計画の対応関係を以下のように整理しました。 
 

《都市計画マスタープランのまちづくりの⽬標》  《⽴地適正化計画のまちづくり⽅針》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

⽬標①【利便性】 
「コンパクト・プラス・ 

ネットワーク」化されたまち 

⽬標②【楽しみ・愛着】 
⾃然の中でスポーツや⽂化に親しみ 

愛着の持てるまち 

⽬標③【⽣活】 
快適で魅⼒ある緑あふれるまち 

⽬標④【安⼼・安全】 
安⼼して暮らせる安全なまち 

⽬標⑤【働く】 
ヒト・モノが集まり 

活⼒ある産業が育つまち 

⽅針①居住誘導・防災 

⽅針②都市機能誘導 

⽅針③公共交通 
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前章で整理した都市構造上の課題及び都市計画マスタープランのまちづくりの⽬標を踏

まえ、⽴地適正化計画のまちづくり⽅針を以下のとおり設定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≪居住誘導・防災の方針≫ 

既存の都市基盤や⽣活利便性の⾼さを⽣かし、 
誰もが安全で快適に暮らせる住環境づくり 

・良好な都市基盤や⽣活利便性の⾼さを⽣かして、⼈⼝密度の維持や新たな居住の誘導
を図ります。 

・災害リスクが低いエリアへ居住を誘導することにより、誰もが安全に暮らせる住環境
づくりを図ります。なお、誘導に当たっては、リスクに応じたハード・ソフト対策を
あわせて進めていきます。 

▶「第４章 居住誘導区域」で検討 

≪公共交通の方針≫ 

多様な移動⼿段による⽣活が可能な 
             公共交通ネットワークの維持・充実 

・基幹的公共交通の鉄道駅やバス停の周辺に都市機能施設や居住を誘導するとともに、
⾃動⾞に過度に依存しない⽣活が可能な公共交通ネットワークの維持・充実を図りま
す。 

▶「第７章 誘導施策」で検討 

⽴地適正化計画のまちづくり⽅針 

・市の中⼼的な役割を担う都市拠点では、広域からの利⽤が想定される⾼次都市機能を
はじめとした都市機能施設の維持・充実を図るとともに、官⺠連携での公共施設の集
約化・再配置等による新たな交流の場を創出することにより、都市の魅⼒やにぎわい
の向上を図ります。 

・地域の中⼼的な役割を担う拠点では、住み慣れた地域で暮らし続けられる住環境を形
成するため、商業機能・医療機能・⾼齢者福祉機能など、⽇常の暮らしを⽀える都市
機能施設の維持・充実を図ります。 

▶「第５章 都市機能誘導区域・誘導施設」で検討 

≪都市機能誘導の方針≫ 

地域の特性に応じた都市機能の維持・充実による 
魅⼒やにぎわいのある拠点づくり 


